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④

記
載
さ
れ
た
指
定
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

■
現
金
支
給
　
原
則
口
座
振
り

込
み
で
支
給
と
な
り
ま
す
が
、

金
融
機
関
の
口
座
を
お
持
ち
で

な
い
人
は
、
現
金
支
給
と
な
り

ま
す
。

　
な
お
、
申
請
当
日
の
支
給
は

で
き
ま
せ
ん
。

▽
支
給
日
時
・
場
所
　「
支
給
決

定
通
知
書
兼
支
払
通
知
書
」
で

指
定
し
た
日
時
と
場
所
。

■
支
給
時
期
　
申
請
を
受
け
付

け
て
か
ら
、
約
１
カ
月
〜
１
カ

月
半
後
。

▽
受
付
期
間
な
ど
は
、
各
市
区

町
村
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
宇

都
宮
市
以
外
が
申
請
先
と
な
る

人
は
、
そ
の
市
区
町
村
に
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
臨
時
福
祉
給
付
金
と
子
育
て

世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
の
ど
ち

ら
も
対
象
と
な
る
場
合
、
平
成

26
年
度
は
臨
時
福
祉
給
付
金
し

か
受
給
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

平
成
27
年
度
は
両
方
の
給
付
金

を
受
給
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、

両
方
の
給
付
金
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
支
給
の
対
象
と
な
る
か

ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
確
認

し
た
い
の
で
す
が
。

　
　
　
左
上
の
診
断
チ
ャ
ー
ト

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な
お
、

支
給
の
対
象
に
な
る
と
思
わ
れ

る
人
で
申
請
書
が
届
か
な
い
場

合
に
は
、
臨
時
福
祉
給
付
金
実

施
本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

　
　
　
去
年
申
請
を
し
て
い
れ

ば
自
動
的
に
給
付
さ
れ
る
の
で

す
か
。

　
　
　
支
給
の
対
象
と
な
る
場

合
、
去
年
申
請
し
た
人
も
改
め

て
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　
１
月
２
日
以
降
に
市
外

か
ら
転
入
し
た
の
で
す
が
、
申

請
書
が
届
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
１
月
１
日
現
在
で
住
民

登
録
し
て
い
た
市
区
町
村
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
老
人
福
祉
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
家
族
が
い
る
場

合
の
申
請
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

で
す
か
。

　
　
　
住
民
登
録
が
別
の
場
合

に
は
、
申
請
書
を
登
録
先
の
住

所
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
施
設

な
ど
に
入
所
し
て
い
る
ご
本
人

か
ら
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
代
理
人

が
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
　
　
申
請
書
の
書
き
方
が
よ

く
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
申
請
書
に
同
封
の
記
載

例
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
不
明

な
点
は
臨
時
福
祉
給
付
金
実
施

本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
臨
時
福
祉
給
付
金
実
施
本
部

☎（
632
）５
１
７
２

■
対
象
者
　
基
準
日
（
平
成
27

年
１
月
１
日
）
現
在
、
宇
都
宮

市
に
住
民
票
が
あ
り
、
平
成
27

年
度
分
の
市
民
税
（
均
等
割
）

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
。
た

だ
し
、
平
成
27
年
度
分
の
市
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
の
扶

養
と
な
っ
て
い
る
人
や
生
活
保

護
の
受
給
者
な
ど
を
除
く
。

■
支
給
額
　
対
象
者
１
人
に
付

き
６
０
０
０
円
（
１
回
限
り
）。

　
申
請
書
が
お
手
元
に
届
き
ま

し
た
ら
、
必
要
事
項
を
書
き
、

必
要
書
類
を
添
付
し
て
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。

　
窓
口
で
の
申
請
の
場
合
、
お

待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
な
る
べ
く
郵
送
で
の
申

請
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
郵
送
申
請

▽
受
付
期
間
　
平
成
28
年
２
月

１
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
。

■
窓
口
申
請

▽
受
付
期
間
　
平
成
28
年
２
月

１
日
ま
で
。

▽
場
所
・
時
間
　
市
役
所
１
階

市
民
ホ
ー
ル
（
11
月
以
降
は
16

階
中
会
議
室
）
で
、
平
日
、
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

に
受
け
付
け
。
た
だ
し
、
９
月

の
平
日
は
午
後
７
時
ま
で
延
長
。

ま
た
、
９
月
の
土
・
日
曜
日
・

祝
休
日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午

後
５
時
15
分
も
受
け
付
け
。

　
各

・

・

、
田
原
・
岡

本
事
務
所
は
、
平
日
、
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
に
受

け
付
け
。
た
だ
し
、
バ
ン
バ

の
み
、
午
前
10
時
〜
午
後
７
時
。

　
申
請
書
を
市
が
受
け
取
り
、

審
査
を
し
た
後
、
申
請
者
宛
て

に
支
給
（
不
支
給
）
を
お
知
ら

せ
す
る
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

通
知
書
に
記
載
し
た
支
給
額
や

振
込
予
定
日
な
ど
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

■
口
座
振
り
込
み
　
申
請
書
に

◎自死遺族支援わかちあいの会こもれび　▽日時　9月5・19日（土）、午後2時～4時▽会場　とちぎ福祉
プラザ（若草1丁目）▽内容　大切な人を自死により亡くした人々の思いを分かち合う▽対象　家族や身
近な人を自死で亡くした人▽費用　200円。問栃木いのちの電話事務局☎（622）7970、保健予防課☎
（626）1114

10

◎宇都宮精神保健福祉会やしお会　■相談会　▽日時　9月3・17日（木）、午前10時～正午▽内容　精神
障がい者を抱えた家族に対し、共通の体験をした家族が個別の相談を受ける。■定例会　▽日時　9月17
日（木）午後1時30分～3時30分▽内容　話し合いながら精神障がいについて学ぶ。■会場　保健所（竹林
町）。■申込　電話で、保健予防課☎（626）1114へ。

域

区

出

出

質
問

答
え

答
え

質
問

答
え

質
問

質
問

答
え

答
え

質
問

臨時福祉給付金臨時福祉給付金

　消費税率の引き上げの影響を踏まえ、所得の低い人の負担を緩和す
るため、臨時福祉給付金を支給します。支給の対象となる可能性のある
人へ、８月31日に申請書を郵送しましたので、申請をお願いします。

9月1日から申請受け付け開始

① 申請書の郵送（8月31日）

② 申請書の提出（9月1日～）

③ 支給（不支給）決定通知書の郵送

④ 支給（原則、口座振り込み）

申請から支給までの流れ

市
民
の

皆
さ
ん

（
対
象
者
）

市
役
所

窓 口
▽国・県・市職員などが、
銀行やコンビニエンススト
アなどの現金自動支払機
（ATM）の操作をお願い
することは絶対にありませ
ん。
▽国・県・市職員などが、
臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金を支給す
るために、手数料などの振り込みを求めることは絶対
にありません。
▽自宅や職場などに不審な電話がかかってきたら、市
消費生活センター（馬場通り4丁目・ 5階）☎
（616）1547や最寄りの警察署へご連絡ください。

対象者診断チャート

支
給
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

127年度分の市民税（均等割）は課税されて
　いますか？

はい

227年度分の市民税（均等割）が課税されて
　いる人に扶養されていますか？

はい

3生活保護を受けていますか？ はい

4２７年１月１日現在、宇都宮市に住民票があ
　りましたか？

いいえ

宇都宮市で支給対象と
なる可能性があります。

平成２７年１月１日時点で住民票があ
った市区町村で支給対象となる可能
性があります。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

　子育て世帯臨時特例給付金の申請書を、児童手当・
特例給付現況届の提出に併せて、５月30日に郵送して
います。申請がないと子育て世帯臨時特例給付金は受
け取れませんので、11月30日までに忘れずに提出して
ください。
問子育て世帯臨時特例給付金実施本部☎（632）5173

振り込め詐欺や個人情報の
詐取にご注意ください

子育て世帯臨時特例給付金の
申請はお済みですか

参

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

支
給
方
法

申
請
書
の
提
出

（
郵
送
ま
た
は
窓
口
申
請
）

臨
時
福
祉
給
付
金
の

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
し
た

「
支
給
決
定
通
知
書
兼
支
払

通
知
書
」ま
た
は「
不
支
給

決
定
通
知
書
」の
郵
送

質
問
と
答
え

▲厚生労働省給付金
キャラクター「カクニンジャ」
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④
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障がい者を抱えた家族に対し、共通の体験をした家族が個別の相談を受ける。■定例会　▽日時　9月17
日（木）午後1時30分～3時30分▽内容　話し合いながら精神障がいについて学ぶ。■会場　保健所（竹林
町）。■申込　電話で、保健予防課☎（626）1114へ。
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答
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質
問

臨時福祉給付金臨時福祉給付金

　消費税率の引き上げの影響を踏まえ、所得の低い人の負担を緩和す
るため、臨時福祉給付金を支給します。支給の対象となる可能性のある
人へ、８月31日に申請書を郵送しましたので、申請をお願いします。

9月1日から申請受け付け開始

① 申請書の郵送（8月31日）

② 申請書の提出（9月1日～）

③ 支給（不支給）決定通知書の郵送

④ 支給（原則、口座振り込み）

申請から支給までの流れ

市
民
の

皆
さ
ん

（
対
象
者
）

市
役
所

窓 口
▽国・県・市職員などが、
銀行やコンビニエンススト
アなどの現金自動支払機
（ATM）の操作をお願い
することは絶対にありませ
ん。
▽国・県・市職員などが、
臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金を支給す
るために、手数料などの振り込みを求めることは絶対
にありません。
▽自宅や職場などに不審な電話がかかってきたら、市
消費生活センター（馬場通り4丁目・ 5階）☎
（616）1547や最寄りの警察署へご連絡ください。

対象者診断チャート

支
給
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

127年度分の市民税（均等割）は課税されて
　いますか？

はい

227年度分の市民税（均等割）が課税されて
　いる人に扶養されていますか？

はい

3生活保護を受けていますか？ はい

4２７年１月１日現在、宇都宮市に住民票があ
　りましたか？

いいえ

宇都宮市で支給対象と
なる可能性があります。

平成２７年１月１日時点で住民票があ
った市区町村で支給対象となる可能
性があります。

いいえ

いいえ

いいえ

はい

　子育て世帯臨時特例給付金の申請書を、児童手当・
特例給付現況届の提出に併せて、５月30日に郵送して
います。申請がないと子育て世帯臨時特例給付金は受
け取れませんので、11月30日までに忘れずに提出して
ください。
問子育て世帯臨時特例給付金実施本部☎（632）5173

振り込め詐欺や個人情報の
詐取にご注意ください

子育て世帯臨時特例給付金の
申請はお済みですか

参

そ
の
他
の
お
知
ら
せ

支
給
方
法

申
請
書
の
提
出

（
郵
送
ま
た
は
窓
口
申
請
）

臨
時
福
祉
給
付
金
の

受
け
付
け
を
開
始
し
ま
し
た

「
支
給
決
定
通
知
書
兼
支
払

通
知
書
」ま
た
は「
不
支
給

決
定
通
知
書
」の
郵
送

質
問
と
答
え

▲厚生労働省給付金
キャラクター「カクニンジャ」


